
私たちの村（令和６年３月末時点）
人口　462人／男　220／女　242／世帯数　247戸／交通死亡事故ゼロの日　47日

観音堂の枝垂れ桜　4 月 17 日撮影

●ホームページ http://www.urugi.jp
●Eメール somu@urugi.jp
●総務課 somu2@urugi.jp
●産業課 sangyo@urugi.jp
●住民課 jumin@urugi.jp
●教育委員会 kyoiku@urugi.jp
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●会計別前年比	 (単位:千円)

会　　計　　別 予算額 前年度予算額 比較増減 増減率

  一 般 会 計 1,359,340 1,349,735 9,605 0.7%

特別会計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 62,920 63,898 △ 978 △ 1.5%

診 療 施 設 事 業 特 別 会 計 35,481 31,827 3,654 11.5%

介 護 保 険 特 別 会 計 119,107 114,771 4,336 3.8%

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 9,289 8,761 528 6.0%

公営企業会計
簡 水 事 業 会 計 146,560 85,780 60,780 70.9%

下 水 事 業 会 計 77,864 55,229 22,635 41.0%

小　　　　計 451,221 360,266 90,955 25.2%

合　　　　計 1,810,561 1,710,001 100,560 5.9%

●令和６年度売木村で行う予定の新規事業
区　　　　分 事　　　業　　　名 内　　　　　　　　容

総 務 課 公共施設ＬＥＤ化事業 文化交流センターホールのＬＥＤ化

〃 ＣＡＴＶ光回線工事 ケーブルテレビ光回線工事に伴う既設同軸ケーブル撤去工事

住 民 課 低所得者支援給付金事業 低所得世帯への給付金

〃 水道スマートメーター導入事業 自動検針を行う水道スマートメーターを設置

産 業 課
ＵＩＪターン就業創業

移住支援事業
移住して、就業または創業した方への支援金

〃 地域プロジェクトマネージャー事業
関係人口と村をつなぐ支援組織づくりや、村の魅力を発

信する人材の雇用

〃 地域発元気づくり支援金事業 探鳥会、フォトコンテストの開催

〃 社会資本整備総合交付金事業 村道76号道仙沢線（陸上競技場）橋梁更新工事

〃 道路メンテナンス事業 橋梁修繕工事（合渡橋、長下1号橋）

〃 緊急自然災害防止対策事業 河川災害防止対策工事（長島川）

〃 定住促進住宅整備事業 新規住宅建設に向けた用地購入、宅地造成

教 育 委 員 会 文化交流センター設備工事 電源設備更新、空調設備工事、放送機器修繕

広　報　う　る　ぎ 第１４７号　（2）令和６年５月

※水道特別会計及び下水道特別会計は令和5年度から公営企業会計へ移動したことで名称が変更となりました。
　水道特別会計 → 簡易水道事業会計、下水道特別会計 → 下水道事業会計

（単位：千円）

歳出総額
1,359,340
歳出総額
1,359,340

歳　出
（目的別）

予備費 2,821 議会費 20,366 

総務費 362,857

民生費
184,475

衛生費
147,059

労働費 676 
農林水産業費 69,630 農林水産業費 69,630 

商工費
134,904

教育費
184,207

土木費
121,048

消防費
27,400

公債費
103,897

歳入総額
1,359,340

歳　入

地方交付税
736,948

分担金及び負担金
652

繰入金 76,702

県支出金
80,723

使用料及び手数料
64,778

村債
145,510

財産収入
10,933

国庫支出金
30,020

寄付金 19,132

村税
67,310諸収入 61,249 

繰越金 20,000 

令和６年度 当初予算概要令和６年度 当初予算概要
ゴルフ場利用税交付金 1,973 
地方消費税交付金 14,250
地方譲与税 25,022

利子割交付金 11
自動車税環境性能割交付金 1,017 
法人事業税交付金 1,034 
地方特例交付金 1,760 
配当割交付金 186 
株式等譲渡所得割交付金 130 
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売木村の村税・使用料等の納付月一覧表
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 ３月 備考

個人県村民税（普通徴収） 1期 2期 ３期 ４期 年４回

個人県村民税（特別徴収） △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 毎月

個人県村民税（年金特徴） 仮 仮 仮 ○ ○ ○ 年６回

固定資産税 1期 2期 ３期 ４期 年４回

軽自動車税 ○ 年1回

国民健康保険税 1期 2期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 10期 11期 12期 毎月

後期高齢保険料（普通徴収） △ △ △ 1期 2期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 毎月

後期高齢保険料（年金特徴） 仮 仮 仮 ○ ○ ○ 年６回

介護保険料（普通徴収） 1期 2期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 10期 11期 12期 毎月

介護保険料（年金特徴） 仮 仮 仮 ○ ○ ○ 年６回

住宅料 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 毎月

簡易水道使用料 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 年６回

下水道使用料 ○    ○ ○ ○ ○ ○ 年６回

ＣＡＴＶ使用料 ○ ○ 年2回

※納期限は、お手元に届く納税通知書等でご確認ください。振替日は納税通知書等に記載された納期限の日です。

★納付は便利な口座振替をご利用ください！
　税金、使用料等の納付は口座振替をおすすめします。口座振替は現金を持ち歩く必要がなく安全で便利です。
自動的に口座から引落しとなるため、納付したことが預貯金通帳に記載され、うっかり納付を忘れてしまうこと
もありません。希望される方は、みなみ信州農協・飯田信用金庫は各金融機関窓口か役場で、ゆうちょ銀行は郵
便局窓口でお申し出ください。現在口座振替されている方は、当初にお送りする納税通知書等をご確認いただ
き、残高不足とならないよう振替日の４～５営業日前までに預金残高の確認をお願いします。なお、毎月の領収
書は発行されませんので、金融機関の通帳でご確認ください。

広　報　う　る　ぎ 第１４７号　（4）令和６年５月

「介護のしごと相談会」を開催します 
　介護職場に就職を希望する方、介護の仕事に興味・関心をお持ちの方を対象に、介護事業所との個
別相談会を開催します。相談は無料で、事前の申込も不要です。

● 日　　　時　　６月22日（土）午前10時～正午、午後１時～午後３時
● 場　　　所　　エス・バード（飯田市座光寺）　Ａ棟２階ホール
● 参加事業所　　飯田下伊那地域の介護事業所約30社が参加予定です（詳細は、５月下旬に南信州

広域連合のホームページ等でお知らせします）。
● お問合せ　　南信州広域連合事務局　地域医療福祉連携課　TEL  0265-53-6088



広　報　う　る　ぎ 第１４７号（5）　令和６年５月

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障
害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
　所得が少ない、失業保険、事業の廃止（廃業）などの理由で保険料を納付することが
困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制
度（50歳未満）」がありますので、住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金
担当窓口でお早めに手続きをお願いします。

国民年金保険料免除等の申請について

　出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除にな
り、出産予定日の6か月前から手続きができます。
　お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口でお早めに手続きをお願いしま
す。

産前産後期間の国民年金保険料が免除になります

　20歳以上60歳未満の方が会社を退職され、農業者、自営業者、学生、フリーター、
無職等になった場合には、国民年金第1号被保険者（又は第3号被保険者）への切換え手
続きが必要です。
　お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口でお早めに手続きをお願いしま
す。

会社を退職したときは年金の切替え手続きが必要です

　マイナポータルを利用した国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変更、国民年金
免除・納付猶予及び学生納付特例の電子申請ができます。詳細は、日本年金機構のホー
ムページをご覧ください。
　https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/denshi_kokunen.html

マイナポータルを利用した国民年金の加入手続・
保険料免除申請等の電子申請について



「電波の不正利用は、電波法違反、犯罪です！」
電波を利用する時は、必ずルールを守りましょう！
① 無線機器を使用の際は「技適マーク」 の確認を。
② 外国規格の無線機器にはご注意ください。
③ 電波の利用には、原則免許が必要です。

６月１日から１０日は、電波利用環境保護周知啓発強化期間

【 問い合わせ先 】信越総合通信局
★不法無線局に関すること　　　監視調査課　　　（電話：026-234-9976）
★放送の受信障害に関すること　受信障害対策官　（電話：026-234-9991）

広　報　う　る　ぎ 第１４７号　（6）令和６年５月

令和６年度　各種健診についてお知らせします!!	
　今年度の健診を以下のとおり実施します。お手元へ希望調査票を送付して
ありますので、提出されていない方は役場まで提出をお願いします。申込み
については随時受け付けていますので保健師へご相談ください。
　今年度も自分の身体を知るために健診を受けましょう。

＜問い合わせ先＞　住民課　保健師　TEL28-2311

健診名 健診内容 健診対象者

集団健診
7月22日（月）

午前８時～10時
午後１時～３時
（ぶなの木）

基本健診
（問診・身体測定・血液検査等）

20歳～30歳代
40歳～74歳以下（国保加入者）

75歳以上

大腸がん検診 40歳以上（20歳から受診可能）
大腸がん検診のみの受診も可能

肝炎検査 基本健診を受ける
40歳以上の方

前立腺がん検診 基本健診を受ける
50歳以上の男性

人間ドック
（特定健診対応）

阿南病院・健和会病院

問診・身体計測
血液検査・がん検診

（胃がん、大腸がん、肺がん）
超音波検査等

40歳～74歳以下（国保加入者）
75歳以上

婦
人
科
検
診

中部公衆医学研究所
（ぶなの木）

11月11日（日）
13時半～15時頃

乳がん検診
(マンモグラフィのみ) 40歳～75歳以下の女性

子宮がん頸がん検診 20歳～79歳以下の女性

阿南病院
（個別検診）

乳がん検診
マンモグラフィ

エコー

マンモ：40歳～75歳以下の女性

エコー：20歳～79歳以下の女性

子宮頸がん検診 20歳～79歳以下の女性

まめに健康チェック



　外国人の雇入れ及び離職の際には、労働者の氏名、在留資格、在留カード番号等を
ハローワークに届け出ることが義務付けられています。
　また、国籍に関わらず外国人労働者にも労働関係法令や社会保険関係法令が適用さ
れ、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指
針」が定められ、雇用管理の改善が事業主の努力義務となっています。
　詳細につきましては、ハローワーク飯田（電話0265-24-8609）雇用指導官へお
問い合わせをお願いいたします。

令和6年度自衛官募集！！
            「やりたい仕事が、きっと見つかる。」
令和6年度自衛官募集！！
            「やりたい仕事が、きっと見つかる。」
令和6年度自衛官募集！！
            「やりたい仕事が、きっと見つかる。」
令和6年度自衛官募集！！
            「やりたい仕事が、きっと見つかる。」

問い合わせ　自衛隊長野地方協力本部飯田出張所　☎0265（22）2613
場　　　所　飯田地方合同庁舎　１階
  自衛隊長野地方協力本部　         検索
  防衛省　自衛官募集　               検索

お気軽に

   お問い合わせください！
お気軽に

   お問い合わせください！
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令和6年度自衛官等採用案内

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日 合格発表

自
　
衛
　
官

曹候補生 18歳以上33歳未満の者
7月1日（月）～

9月3日（火）

1次試験
9月14日（土）～22日（日）

うち1日
11月21日（木）

自衛官候補生 18歳以上33歳未満の者
年間を通じて

行っております。
受付時またはHPにて
お知らせします。

試験時にお知らせ
します。

幹部候補生
（海自、空自）

海自:18歳以上23歳未満の者
空自:18歳以上24歳未満の者
（いずれも高卒者又は高専3
年次修了者（見込含））

7月1日（月）～
9月5日（木）

1次試験
9月16日（月）

令和7年
1月20日（月）

自
　
衛
　
隊
　
員

防衛大学校学生 一般

18歳以上21歳未満の者
（高卒者（見込含）又は高
専3年次修了者（見込含））

7月1日（月）～
10月17日（木）

1次試験11月２日（土）
令和6年

12月27日（金）

防衛医科大学校医学科学生
7月1日（月）～

10月9日（水）
1次試験10月19日（土）

令和7年
1月30日（木）

防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官候補看護学生）

7月1日（月）～
10月2日（水）

1次試験10月12日（土）
令和7年

2月4日（火）

予備自衛官補

一般 18歳以上52歳未満の者
6月1日（土）～

9月19日（木）

9月21日（土）
～10月7日（月）

うち1日
11月7日（木）

技術
18歳以上で国家免許資格等
を有する者（資格により年齢
上限は53歳～55歳未満）

採用時期:令和7年3月中旬～4月上旬（予備自衛官の訓練開始時期は令和7月以降。）

事業主のみなさまへ

６月は外国人雇用啓発月間です。
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出 願 期 間
　 第１回募集：6/１０（月）〜 ８/3１（土）（必着）
　 第２回募集：9/１（月）〜 ９/１０（土）（必着）

■ ポイント 1　自分に合ったスタイルで学べます! 
放送授業は、BS放送、インターネット等で視聴でき、また、パソコンとインターネット環境があれば学習できる
オンライン授業もあります。講師から直接学ぶ「面接授業（スクーリング）」も多数開講され、全国57力所にあ
る学習センター・サテライトスペース等で他の学生と一緒に受講できます。その他、サークル活動や学生同士の
交流もできます。

■ ポイント 2　目的に合わせて在学期間や科目を選択できます 
興昧のある分野から特定の科目のみ、1科目から学べます。また、所定の期間在学し、かつ所定の単位を修得し
卒業すると「学士（教養）」の学位が取得できます。さらに、大学院で「修士」や「博士」の学位の取得も目指
せます。

■ ポイント 3　学費を抑えて学べます 
入学料は7,000円～、授業料は1単位6,000円。入学料と受講したい科目数だけ授業料を納めればよいので、無
駄がありません。また、半年ごとに受講する科目の授業料だけを払う仕組みも魅力のひとつです。

出願前のご相談、見学だけでも歓迎。お気軽にお越しください。(電話相談も受付けています)

〒392-0004
諏訪市諏訪1-6-1アーク諏訪3階
TEL：0266-58-2332

放送大学長野学習センター

2024年10月 入学生募集中!

検索放送大学

資料請求・詳細は放送大学ウェブサイトにて

https://www.ouj.ac.jp

すべての「学びたい」に、OPEN。

放送大学
通信制大学
教養学部/
大学院文化科学研究科



※金額や病院数、施設等については【令和５年４月1日】現在

① 介護料の支給

自動車事故が原因で脳・脊髄・胸腹部臓器を損傷したことにより重度な後
遺障害が残り、常時又は随時の介護が必要な方に対し、介護料を支給。
（月額　36,500円～211,530円） 　
※介護保険、労災保険の介護（補償）給付等との併給不可。

② 短期入院・短期入所
自動車事故により自宅介護を受ける重度後遺障害者の方々の健康維持や、
家族の負担軽減のため、全国に「短期入院協力病院」、「短期入所協力施
設」を指定。（202病院、139施設）

③ 短期入院・
　 短期入所費用助成

短期入院・入所を利用した際の患者移送費、室料差額負担金及び食事負担
金等に要する費用として自己負担した額の一部を助成。
（年間45日かつ年間45万円まで）

④ 療護施設の設置・運営
 （重度後遺障害者のための
　 専門病院）

自動車事故による重度後遺障害者（遷延性意識障害者）のための専門病院
（療護施設）を全国12か所で設置・運営。（入院期間は概ね3年間）

⑤ 交通遺児等貸付
自動車事故により保護者が死亡又は重度後遺障害者となったご家族（生活困
窮家庭）のお子様に対し、中学校卒業までの生活資金の無利子貸付を行う。
（当初一時金15万5千円、月額1万円又は2万円。小学校と中学校入学支度金4万4千円）

⑥ 介護者（親）なき後に
　 備えるための情報提供

介護者が先に亡くなったり、老齢や病気等により介護ができなくなった場
合に対応するために必要な情報を集め、ナスバホームページに掲載し情報
提供している。
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自動車事故被害者救済制度についてのご案内

 自動車事故にあって、相談先にお困りの方 
上記制度も含め、各種無料で相談できる窓口を電話で紹介しています。

ナスバ（NASVA）交通事故被害者ホットライン　電話：0570-000738
土・日・祝日・年末年始を除く（10：00〜12：00、13：00〜16：00）

問い合わせ先：独立行政法人　自動車事故対策機構　長野支所　（芦澤　山崎）
〒381-8556 長野県長野市南長池710-3長野県トラック会館２階
電話：026-480-0521　　URL：http://www.nasva.go.jp/sasaeru/index.html

①、③〜⑥は　  ナスバ　支える 
②は   国交省　怪我をしたときは？　　　で検索してください。また、総合的な案内は 
　国交省　交通事故にあったときには　パンフレット　　　 で検索してください。

※詳細情報、連絡・申込先
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令和5年度　薬注設備更新工事
【電源立地地域対策交付金事業】

● 施行箇所　　売木村第一浄水場
● 工事内容　　次亜塩素酸ナトリウム（塩　素）注入機　１基
　　　　　　　 ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）注入機　１基
　　　　　　　 貯留タンク　　　２基
● 事 業 費　　 5,940千円（うち交付金額　4,400千円）

　平成６年度に浄水場を整備以降、浄水場内の機器は耐用年数を経過したものが多い中で、
令和５年度に電源立地地域対策交付金を活用して第一浄水場内の薬注設備更新工事を行いまし
た。この工事で塩素とPACの注入機を更新したことにより、適切な塩素濃度の維持や水の濁り
を抑える薬品の効目が向上します。今後も計画的に機器を更新し、安心安全な水を供給できる
よう努めていきます。

塩素注入機

　　　　更新した機器等の一部　　　　

塩素貯留タンク



　売木村では、後継者の育成・定住促進のための支援制度を設けております。
　いずれも期限を過ぎると申請できなくなりますので、対象となると思われる制度がありま
したら、お早めに売木村役場総務課へご相談ください。

※「定住」とは、永住又は５年以上にわたって村内に居住する意思を持って売木村の住民基本台帳に登録
されることをいいます。

○いずれの支援制度もここに記載した以外に交付要件、必要書類、返還要件などの細かな取り決めがあり
ますので、対象になると思われる方はお早めに役場総務課（TEL：28-2311）までご相談ください。

○本人または同居の親族に村税の滞納、公共料金等の未払いがある場合はいずれの支援制度も対象となり
ません。

助成金の種類 交付対象 交付金額 申請期限

Ｕ・Ｉターン
助成金

①令和６年４月１日以降
に40歳以下でＵ・Ｉ
ターンし定住する者

②令和６年４月１日以降
に15歳以下の子とと
もにＵ・Ｉターンし定
住する父母

夫婦　　　　　　　200,000円
単身・ひとり親　　100,000円
子供（１人当たり）
15歳未満の子　　　 50,000円
15歳以上の子　　　 15,000円

ただし、子に係る交付金額は夫
婦、単身・ひとり親の交付金額
に対する加算

転入から１年経過した
日から３か月以内

後継者助成金
父母等が定住している新
規学卒者で、卒業該当年
度内又は翌年度内に定住
して就業した者

100,000円
就業した日から１年経
過した日から３か月以
内

結婚祝金

村内に１年以上住所を有
して居住し結婚した40歳
以下の夫婦
※夫婦のいずれかが該当
すれば対象

300,000円 婚姻届を提出した日か
ら３か月以内

出産祝金
村内に親子ともに住所を
有して同居し、子の養育
及び監護を主として行う
父母

第１子　　　　　　50,000円
第２子　　　　　 100,000円
第３子以降　　　 200,000円

出生届を提出した日か
ら３か月以内

人材育成
事業補助金

村内の若者が参加又は実
施する研修等 お問い合わせください お問い合わせください

通勤助成金 村外の事業所に安定的に
通勤する60歳未満の方 3,000円／月 毎年５月末日

各種支援制度のご案内
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大
石　

和
彦
（
総
務
課
長
）　

春秋叙勲の候補者としてふさわしい方の一般推薦について
○春秋叙勲の候補者としてふさわしい方を推薦できます（一般推薦制度）
　推薦には以下のような一定の要件を満たす必要があります。主なものには以下のとおりです
が、詳しくは「叙勲　一般推薦」で検索し、内閣府のホームページでご確認ください。
　(1) 候補者の要件
　　・長年地域で幅広く公共のために活躍（概ね20年以上活動）した方で、70歳以上の方等
　(2) 推薦方法
　　・推薦者1名、賛同者2名が必要（共に20歳以上）
　　・自分自身や二親等内の親族関係にある方の推薦は不可
　　・指定の様式の推薦書を下記担当窓口まで郵送（常時受付中）
　(3) 照会・郵送先
　　・ホームページ（内閣府）：http://www8.cao.go.jp/shokun/ippansuisen.html
　　・担当窓口（内閣府賞勲局一般推薦担当）

　　〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1　TEL：03-3581-2868
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学校の先生の紹介　4月１日付

新 職 員 紹 介 　4月１日付
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